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Ⅰ 基本的な事項

１ 計画の趣旨

この「高知県過疎地域持続的発展計画」（以下「持続的発展計画」という）は、「高知県過疎地域持

続的発展方針」（以下「持続的発展方針」という）に基づき、県内の過疎地域が持続的な発展を実現

できるよう、県が過疎地域の市町村に協力して実施する事業の計画として策定します。

２ 計画の内容

「持続的発展方針」に基づき、①移住・定住・地域間交流の促進、人材育成、②産業の振興、③地

域における情報化、④交通施設の整備、交通手段の確保、⑤生活環境の整備、⑥子育て環境の確保、

高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、⑦医療の確保、⑧教育の振興、⑨集落の整備、⑩地域文化

の振興等、⑪再生可能エネルギーの利用の推進、の 11の項目を柱にして、過疎対策を進めていきま
す。

３ 過疎地域の持続的発展に関する目標

目標の設定については、過疎地域の活性化に関する目標３項目を設定しました。

４ 計画の達成状況の評価に関する事項

計画の達成状況については、毎年度、目標の達成状況を整理し、高知県中山間総合対策本部会議等

において評価することとします。

５ 計画期間

令和８年４月１日～令和 13年３月 31日（５年間）

項目 現状値（令和６年度末） 目標値（令和 12年度末）
集落活動センターの開設数 68か所 89か所

県外からの移住者数 2,241人／年
3,000人以上／年
※Ｒ９年度末目標値

有害鳥獣捕獲頭数
20,461頭／年（シカ）
24,693頭／年（イノシシ）

25,000頭／年（シカ）
20,000頭／年（イノシシ）
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Ⅱ 実施すべき施策

１ 移住・定住、地域間交流の促進、人材育成

○移住・定住、地域間交流の促進、人材育成の方針

○具体的な取り組み

（１）移住・定住の促進

（２）地域間交流の促進

（３）産業、地域の担い手となる人材の育成・確保

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

移住促進事業 本県への移住を促進するため、関係人口へのア

プローチや移住者希望者への効果的な情報発信

と地域とのマッチングを行うとともに、魅力的

な仕事の充実や空き家の活用等による住宅の確

保、移住者の定着支援などの受入体制の強化を

図る。

移住促進課

地域の元気応援事業費 地域づくり活動を活性化するため、地域おこし

人材の確保・育成とともに、住民主体の地域づ

くり活動の支援を行う。

移住促進課

大学生等就職支援事業 新規大卒者等の人材を確保するため、県内外の

大学生等に対して、県内就職に関する情報を発

信するとともに、県内企業と学生が接点を持つ

機会を創出することにより、大学生等の県内企

業への理解を深め、県内就職の促進を図る。

産業政策課

人材確保支援事業 県内事業者の中核人材等の確保を関係機関と連

携して支援することで、Ｕ・Ｉターン就職の促

進を図るとともに、事業者の課題解決につなげ

る。

移住促進課

広域観光総合支援事業 地域が主体となる「全国から誘客できる観光地

域づくり」を進めるため、地域の観光資源を磨

き上げ、旅行商品として販売していくための支

援を行うとともに、広域観光組織が観光地域づ

地域観光課

産業振興や地域の活性化など、県の様々な施策と連動させながら、地域間交流や移住・定

住を促進し、各分野の担い手を育成・確保することで、過疎地域の発展と経済の活性化を目

指します。
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くりをマネジメントしていくために必要な体制

作りを総合的に支援する。

地域観光振興総合事業 高知県産業振興計画に基づき、より大きな面

で受ける観光の実現に向けて、地域における観

光拠点の整備、観光資源の磨き上げ、受入態勢

の整備等を行う。

地域観光課
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２ 産業の振興

○産業振興の方針

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

産業振興推進総合支援事

業費補助金

産業振興計画(地域アクションプラン）に位置付
けられた取組等を対象に、産業振興計画を効果

的に実行するため、商品の企画・開発、加工、

販路拡大等、生産段階から販売段階までの取組

等を総合的に支援する。

産業政策課

産業振興推進アドバイザ

ー事業

産業振興計画(地域アクションプラン等)に位置
付けられた事業等を対象に、各事業が抱える課

題に対応した専門家や有識者を産業振興アドバ

イザーとして派遣し、具体的な事業計画の検討、

課題解決に対応する。

産業政策課

産業振興計画地域アクシ

ョンプラン推進費

産業振興計画地域アクションプランをより効果

的かつ実効性あるものとするため、進捗状況の

検証、評価、追加・修正に係る検討を行う。ま

た、地域アクションプランの実行を支援するた

めの「実行支援チーム」へのサポート等を行う

とともに、各地域の産業振興につながる取組の

支援を行う。

産業政策課

本県の経済を根本から元気にするためのトータルプランである「高知県産業振興計画」の

取り組みを通じて、『地域における新しい挑戦により、持続的に経済が発展する「高知県」』

の実現を目指し、各産業分野の取り組みを推進することにより、過疎地域の活性化につなげ

ます。
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＜農業の振興＞

◆具体的な取り組み

（１）生産力の向上と持続可能な農業による産地の強化

（２）中山間地域の農業を支える仕組みの再構築

（３）流通・販売の支援強化

（４）多様な担い手の育成・確保

（５）農業全体をけん引する基盤整備の推進と優良農地の確保

◆事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

こうち農業確立総合支

援事業

市町村が自主性・主体性をもって行う農業生

産活動等に係る農業振興施策を支援する

農業政策課

中山間地域等直接支払

交付金

中山間地域等において、農業生産条件の不利を

補正することにより、将来に向けて農業生産活

動を維持するための活動を支援する

農業政策課

多面的機能支払交付金 地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を

図る活動を支援する

農業政策課

農村型地域運営組織形

成推進交付金

地域ぐるみでのコミュニティの維持・活性化を

促進するため、複数の農村集落の機能を補完す

る農村ＲＭＯの形成に向けて地域協議会が行う

実証事業等の取組を支援する。

農業政策課

担い手経営発展促進事

業

意欲ある農業者が本格的な農業経営者へと成長

し、更なる経営発展を図ることができるよう、

農業経営の法人化や経営の質の向上などを支援

し、本県農業を支える力強い担い手の育成を図

る。

農業担い手支援課

地域計画実行支援事業 地域が目指すべき将来の農地利用の姿や農地の

将来の担い手等を明確化した地域計画の実現に

向けた取組を支援する。

農業担い手支援課

農業振興の方針

過疎地域の農業を取り巻く情勢は、高齢化の進行等による農家戸数の減少や生産資材の高騰、

産地間競争の激化など、厳しいものがあります。

こうした状況に対応するため、過疎地域の高品質・高収量な農作物の生産に向けた取り組みや

流通・販売の強化により農業者所得を向上させるとともに、農業の魅力を高め、地域の担い手を

確保・育成することで、さらに生産拡大につながる好循環の実現を目指します。

また、農業の維持、活性化に向けて、地域で支える仕組みづくりなどに取り組みます。
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農地中間管理事業 農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農

用地の集団化、新たに農業を営もうとする者の

参入促進等による農用地利用の効率化及び高度

化の促進を図り、もって、農業の生産性向上に

資することを目的とし、農地中間管理機構が行

う担い手等への農地集積を推進する。

農業担い手支援課

地域営農支援事業 集落営農組織等の県内各地域への拡大及び経営

の確立を図るとともに、組織間の連携を推進す

ることで活動の効率化・省力化を図り、地域営

農の中核を担う組織の育成と、地域の農業を面

的に支える仕組みづくりを推進する。

農業担い手支援課

新規就農総合対策事業 就農希望者等潜在層の掘り起こしや相談活動、

新規就農者の産地受け入れ体制の整備、就農研

修への支援等、新規就農者の確保・育成に向け

た取組を総合的に支援する。

農業担い手支援課

園芸用ハウス整備事業 ハウス整備や中古ハウスの改良を支援し、園芸

産地の維持、強化を図る。

農業イノベーショ

ン推進課

環境負荷軽減促進事業 持続的な食料システムの構築に向け、化学合成

農薬・化学肥料の使用量低減、温室効果ガスの

排出量削減等の環境負荷軽減活動を実践する生

産者組織等を支援する。

環境農業推進課

有機農業推進事業 有機農業の取組を推進するため、有機農業に取

り組む農業者等の有機 JAS認証取得及び生産技
術の向上について、生産者等を支援する。

環境農業推進課

土佐茶生産強化事業 生産者と関係団体が一体となった茶葉の品質向

上や産地再編支援を行い、産地の維持活性化を

図る。

環境農業推進課

県産米高品質生産推進

事業

主食用米及び酒米の高品質生産を支援するとと

もに、優良種子の確保により県産米の需要拡大

を図る。

環境農業推進課

スマート農業推進事業 労働生産性の向上や高品質化、情報管理の一元

化等、スマート農業技術の生産現場への普及拡

大を図る。

環境農業推進課

女性活躍推進事業 経営や地域活動に参画していく次代の女性リー

ダーを育成する。

環境農業推進課

農業労働力確保対策事

業

地区内外の労働力の効果的なマッチング、援農

者の受入体制の強化、カイゼン方式の導入、農

福連携の推進、外国人材の受入れ等により、労

環境農業推進課
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働力確保と農業経営の発展を図る

データ駆動型農業推進

事業

データ駆動型農業の実現に向けた推進体制を構

築し、指導体制の強化（環境整備、指導者育成）

や、データ駆動型農業の普及拡大（実証拡大、

情報発信や研修会の開催）の取組を支援する。

農業イノベーショ

ン推進課

産地生産基盤パワーア

ップ事業

地域協議会等が策定した産地パワーアップ計画

に基づき、高収益な作物・栽培体系への転換を

図るための取組を総合的に支援する。

農業イノベーショ

ン推進課

園芸用ハウス等リノベ

ーション事業

既存ハウス本体の高度化及び環境制御装置等の

導入を支援し、生産基盤の強化とデータ駆動型

農業の推進を図る。

農業イノベーショ

ン推進課

６次産業化推進事業 農産加工や農家レストラン、伝統作物の生産拡

大など、地域資源の活用に意欲的に取り組む農

業者等を支援し、地域農業の活性化を図る。

農産物マーケティ

ング戦略課

園芸品販売拡大事業 市場流通における需要拡大や、中食や外食などの

業務需要向け産地づくり支援により、全国におけ

る県産園芸品の販売拡大を図る。

農産物マーケティ

ング戦略課

競争力強化生産総合対

策事業

将来にわたって産地を支える集出荷システムの構

築に向けた集出荷施設の整備などを支援し、出荷

コストの低減や農産物の高付加価値化を図る。

農産物マーケティ

ング戦略課

野菜価格安定対策事業 対象野菜の価格補填を行うことにより、生産者

の経営安定と消費者への野菜の安定供給を図

る。

農産物マーケティ

ング戦略課

特産農産物販売拡大総

合支援事業

特色ある県産農産物（園芸品、米、茶、有機農産物）

の販売促進の取組を支援し、外商を拡大する。

農産物マーケティ

ング戦略課

地産地消推進事業 地産地消の取組を県民や飲食店等との協働により

推進し、地産地消を通じて、人と経済の活性化を

図る。本県の特色ある郷土料理「土佐寿司」を所

得向上のための資源とするにあたり、県外及び海

外への積極的な情報発信、販売流通の仕組みづく

りを官民協働で推進する。

農産物マーケティ

ング戦略課

農産物輸出促進事業 県産農産物の海外における認知度の向上や展示会

出展等による需要拡大、輸出に意欲的な産地の取

組を支援することにより、輸出を拡大する。

農産物マーケティ

ング戦略課

土佐和牛担い手確保対

策事業

土佐和牛農家の担い手を確保育成するため、畜

産担い手育成畜舎での研修等を支援するととも

に、就農に向けた仕組みづくりを進めることに

畜産振興課



8

よって、新規就農者の確保を推進する。

畜産経営技術指導事業 畜産経営及び畜産状況の研究を行い、支援指導

研究会の開催、経営技術支援指導、畜産新規就

農者の確保と支援指導等を委託する。

畜産振興課

レンタル畜産施設等整

備事業

畜産物生産基盤の維持・拡大、強化を図るため、

市町村又は農業協同組合が行うレンタル畜産施

設等の整備に要する経費について、市町村が補

助する事業に対し、補助する。

畜産振興課

畜産競争力強化整備事

業

畜産業を核とした地域産業を維持・拡大、強化

するため、地域の中心的な畜産経営体等が実施

する家畜飼養管理施設等の整備を支援する。

畜産振興課

大規模畜産施設整備事

業費

畜産業を核とした地域産業を維持・拡大、強化

するため、地域の中心的な畜産経営体等が実施

する基盤整備を伴う大規模な施設の経費につい

て、市町村が補助する事業に対し、補助する。

畜産振興課

こうちの地鶏生産基盤

拡大事業

中小規模農家の多い「土佐ジロー」「土佐はちき

ん地鶏」の飼育農家の規模拡大を支援し、生産

基盤の強化を図ると共に、新規農家の飼養管理

施設整備の取組に対して支援する。

畜産振興課

土佐あかうし受精卵移

植促進事業

乳用牛への土佐あかうし受精卵移植を促進し、

生まれた土佐あかうし産子を酪農家から買取

り、育成後に肥育農家に販売することで、肥育

もと牛供給の安定化を図る。

畜産振興課

土佐あかうし改良増殖

推進事業

国際・産地間競争に対応し、土佐あかうしの生

産性向上と品質面の優位性を確保するため、早

期の優秀種雄牛造成を行い、育種改良体制強化

を図る。

畜産振興課

土佐あかうし受精卵移

植強化事業

県内での土佐あかうし受精卵生産体制を強化す

ることにより県内公共牧場や酪農家牛舎での乳

用牛への受精卵移植を推進し、受精卵移植によ

る土佐あかうし子牛生産の増加を図る。

畜産振興課

次世代こうち新畜産シ

ステム推進事業

県内での土佐あかうし増産に資する繁殖技術を

強化するとともに、生産性向上のための発情検

知と情報共有化に係る IoT 機器の活用により、

土佐あかうし子牛生産の増加を図る。

畜産振興課

土佐和牛経営安定対策

推進事業

土佐和牛増頭のため、肉用牛経営に要する経費

に対する市町村が行う基金造成に対し支援する

畜産振興課
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土佐ジロー生産体制整

備強化事業

土佐ジローの安定供給と低コストで高品質卵の

増産を図るため、原種鶏の確保、種卵や雛の生

産及び鶏質の改良を促進し、中山間地域におけ

る生産基盤の強化と産地育成を図る。

畜産振興課

土佐はちきん地鶏普及

対策事業

種卵・孵卵センターへの安定的な種鶏の供給と

生産農家や種鶏・孵卵センターへの指導を徹底

し、土佐はちきん地鶏の生産基盤強化を図る。

畜産振興課

畜産物販売拡大総合支

援事業

特色ある県産畜産物の販売促進や輸出に向けた

取組を支援することにより、販売拡大を図る。

畜産振興課

経営体育成基盤整備事

業

地域農業の振興とまとまった優良農地を確保す

るため、経営体の育成を進めながら農業生産基

盤の整備を実施する。

農業基盤課

農地耕作条件改善事業 地域計画を策定した区域において、迅速かつき

め細かな優良農地の確保に向けた基盤整備を推

進する。

農業基盤課
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＜林業の振興＞

◆具体的な取り組み

（１）森林資源の再生産の促進

（２）木材産業のイノベーション

（３）木材利用の拡大

（４）多様な担い手の育成・確保

（５）特用林産の振興

◆事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

人づくり推進事業 森林整備の担い手の育成や林業就業者の労働条

件の向上を図り、林業就業者の定着を進め、林

業の振興と森林の適正な保全管理につなげる。

森づくり推進課

林業大学校運営

林業大学校研修事業

林業の担い手を育成する林業大学校を運営、研

修を行う。

森づくり推進課

造林事業 森林の持つ公益的機能の高度発揮や安定的な林

業経営の基礎となる健全な森林の整備を図る。

木材増産推進課

木材安定供給推進事業 持続的な林業経営を確立するため、路網整備、

伐木・搬出、主伐時の全木集材と再造林の一貫

作業等を推進する。

木材増産推進課

森の工場活性化対策事

業

森林の集約化や集約化した「森の工場」で原木

の増産に取り組む林業事業体に対して、搬出間

伐や路網の整備を支援する。

木材増産推進課

高性能林業機械等整備

事業

計画的・効率的な搬出間伐や皆伐による原木供

給及びスマート林業を推進するために必要な高

性能林業機械の導入等について支援する。

木材増産推進課

森林資源循環利用促進

事業

再造林による森林の若返りや公益的機能の維持

並びに成熟した人工林での皆伐による原木の増

産を総合的に支援する。

木材増産推進課

森林資源再生支援事業 森林資源を再生させることにより、森林の公益

的機能を高めるため、再造林の推進等を支援す

る。

木材増産推進課

林業振興の方針

将来の住宅着工戸数の減少が見込まれるなど、林業・木材産業界は厳しい経営環境にあります

が、国際的な木材需給の状況や、2050 年カーボンニュートラルの実現などに対する森林への関心

の高まりなどを好機と捉え、過疎地域の豊富な森林資源を余すことなく活用し、過疎地域におけ

る所得の向上や雇用の創出に取り組みます。
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みどりの環境整備支援

事業

森林の公益的機能を高めるとともに、森林資源

の質的充実を計画的に推進するため、未整備の

まま高齢林へと移行している人工林の間伐等の

作業に支援する。

木材増産推進課

木材産業構造改善事業 県内製材事業者の経営力の向上、加工力の強化、

製材品の品質向上を図るため、施設整備等を支

援する。

木材産業振興課

木材産業等高度化推進

資金貸付事業

木材の生産・加工・流通の合理化、林業経営の

改善を推進するため、必要な運転資金を金融機

関に預託し低利で融資する。

木材産業振興課

林業・木材産業改善資金

貸付事業

林業経営又は木材産業の経営改善を図るため、

改善措置に必要な設備資金を貸し付ける。

木材産業振興課

県産材外商推進対策事

業

県産材の地産外商を推進するため、県外での販

売促進活動を行う。

木材産業振興課

木質資源利用促進事業 森林資源を活かした循環型社会の形成を図るた

め、木質バイオマスの利用拡大に取り組む。

木材産業振興課

県産材用途拡大事業 新素材である CLT等を活用した木造建築や非住
宅の木造建築物を推進するため、木造化･木質化

に関するセミナー等の開催や導入を支援する。

木材産業振興課

県産材需要拡大事業 木材需要拡大のため、木造住宅の建築等を支援

する。

木材産業振興課

特用林産振興対策事業 特用林産物の生産を地域の小さなビジネスと位

置づけ、多様な業種を対象とした生産者を育成

するとともに、生産体制の整備及び販売体制の

強化を支援する。

木材産業振興課

地域林業総合支援事業 地域林業の活性化を目的として、市町村等が自

ら提案する事業を支援する。

木材産業振興課

竹資源利用拡大推進事

業

安定的な竹材利用を実現し、資源循環利用によ

る地域の活性化に取り組む。

木材産業振興課
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＜水産業の振興＞

◆具体的な取り組み

（１）漁業生産の構造改革

（２）市場対応力のある産地加工体制の強化

（３）流通・販売の強化

（４）担い手の確保・育成

◆事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

漁業金融対策 漁業者等が必要とする設備・経営等の資金を低

利で融資するため、利子補給や保証料補給を行

う。

水産政策課

高知マリンイノベーシ

ョンの推進

「高知マリンイノベーション運営協議会」に４

つの PTを設置し、本県水産業のデジタル化を進

めることで、効率的な生産・流通・販売体制へ

の転換を図る。

水産政策課

水産業振興課

漁場環境保全事業 漁場環境の維持、保全のための調査や赤潮プラ

ンクトンの発生監視を行うとともに、二枚貝類

の食品としての安全性確保のため、貝毒の発生

監視を行う。併せて、水産業及び漁村が有する

多面的機能の強化に資する取組を支援すること

により、水産業の再生・漁村の活性化を図る。

水産業振興課

内水面漁業振興事業 内水面魚族資源の増強を図るとともに、交流人

口の拡大に必要な取組を実施し、内水面漁業の

振興と中山間地域に賑わいを取り戻すことを目

指す。

水産業振興課

養殖業振興対策事業 養殖業の持続的発展を図るため、養殖実態調査

等により収集した基礎資料に基づく適正養殖指

導、魚病発生時の防疫対策指導などを行い、漁

病被害の軽減を図るとともに、規模拡大・新規

参入事業者の誘致やブリ人工種苗の導入促進に

取り組む。

水産業振興課

水産業振興の方針

デジタル技術の活用による生産性の向上や、産地加工体制の強化等を通じた付加価値の創出に

より、過疎地域の水産業の成長産業化を推進します。こうした取り組みにより、漁業生産額をし

っかりと確保し漁業所得の向上を図ることで、担い手を安定的に確保する好循環を生み出し、「若

者が地域で稼げる魅力的な水産業」の実現を目指します。
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沿岸漁業担い手活動促

進事業

新規漁業就業者の確保を推進するとともに、地

域における漁業の担い手の活動支援を通じ、漁

業と地域の活性化を図る。

水産業振興課

漁業生産基盤整備事業 水産業の振興及び漁村の活性化効果が認められ

る事業や漁業経営の効率化のための設備投資を

支援する。また、ロケット打ち上げや軍事演習

に伴う漁業への影響を緩和するため、生産基盤

整備への支援を行う。

水産業振興課

沿岸沖合漁業等振興事

業

黒潮牧場や漁海況等情報発信システムの管理･

運営、資源管理の推進、かつお・まぐろ漁業の

振興など、沿岸漁業等の振興を図る取組を広く

支援する。

水産業振興課

高知県１漁協推進事業 高知県漁協の財務改善を支援し、自立漁協への

移行を図るとともに、産地市場の人手不足対策

及び生産性向上を図るために産地市場のスマー

ト化の推進を支援する。

水産政策課

水産加工振興事業 県産水産物の付加価値向上や様々な加工ニーズ

に対応するため、水産加工施設の立地促進や既

存加工施設の機能強化、衛生管理の高度化の取

組を支援するとともに海外販路を開拓し輸出を

促進するための総合的な支援を行う。

水産業振興課

水産物地産外商推進事

業

県外飲食店とのネットワークを活かし、店舗訪

問や産地招へい、商談会等を通じたマッチング

による取引拡大、県外水産卸売市場関係者と連

携した量販店等への販売促進など地産外商を推

進する。

水産業振興課

広域水産物供給基盤整

備事業

水産物の生産及び流通の拠点として、また、南

海トラフ地震対策として、第 2種、第 3種、第 4
種漁港で防波堤や岸壁等の整備を行う。

漁港漁場課

地域水産物供給基盤整

備事業

地域における水産物の生産・流通機能の強化及

び漁港施設の機能保全を図るため、第 1種漁港
等の漁港施設の整備等を行う。

漁港漁場課

漁業集落環境整備事業 水産業の振興と水産物の安定的供給の確保を図

るため、漁村インフラ（漁業集落環境施設、漁

港環境整備施設等）の強靱化等を行う。

漁港漁場課

漁港環境整備事業 漁港環境施設の整備を行うことにより、快適で

潤いのある漁港環境を形成し、地域の活性化を

図る。

漁港漁場課
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水産基盤ストックマネ

ジメント事業

施設の長寿命化を図るため機能保全計画に基づ

き計画的に漁港施設の整備を実施する。

漁港漁場課

漁港高度利用促進対策

事業

水産業の健全な発展のため、漁港機能の向上及

び利用の円滑化や、漁港・漁村における防災対

策等の整備を行う。

漁港漁場課

広域漁場整備事業 カツオ・マグロ類などの回遊性魚類の漁場形成

の安定化・長期化による沿岸漁業操業の効率化

を図るため、浮魚礁を整備する。

漁港漁場課



15

＜商工業の振興＞

◆具体的な取り組み

（１）中小企業・小規模企業の振興

（２）ものづくり企業の経営基盤の強化と企業誘致の推進

（３）外商の加速化と海外展開の促進

（４）商業サービスの活性化

（５）デジタル技術の活用等による生産性の向上と事業構造の変革の促進

（６）事業承継・人材確保の推進

（７）危機管理対策の推進

◆事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

中小企業・小規模企業振

興条例、指針

中小企業・小規模企業の振興の基本となる事項

を定めた条例、指針に基づき、施策を総合的に

推進する。

商工政策課

工業技術振興事業 県内企業等の製品開発・技術開発を支援し、技

術力の強化を図るとともに、産学官の連携によ

り付加価値の高い新たな事業創出を支援し、県

内産業の活性化を図る。

工業振興課

ものづくり産業振興事業 高付加価値な製品開発に対する費用の一部を助

成するとともに、現場改善の先進的な企業を視

察するなど、生産性向上を促進し、県内ものづ

くり企業の振興を図る。

工業振興課

紙産業技術試験研究事業 紙、不織布製品等の開発研究や実用化研究を実

施し、製紙関連企業への技術的支援を行うこと

で県内紙産業の活性化を図る。

工業振興課

紙産業技術振興促進事業 プラントを使用した試作や紙産業及び関連企業

からの依頼試験を行うことで、新製品開発、販

売促進、製品管理を支援する。

工業振興課

紙産業育成事業 初期の開発案件の実用性検討を行い、製造現場

のものづくり力をより強化するとともに、技術

スキルの向上を目指した人材育成、社内改善活

工業振興課

商工業振興の方針

過疎地域の事業者の持続的な発展に向けた事業戦略や経営計画の策定・実行を支援するととも

に、深刻化する人手不足の克服に向けて、産業人材の育成・確保、円滑な事業承継、働き方改革

等を推進します。また、地域商業の活性化や県内企業のデジタル化に向けた取り組みを支援し、

人口減少下でも持続的に成長していく商工業の実現を目指します。
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動の促進、企業の自律的・継続的な取組を強化

する。

中小企業経営資源強化対

策事業

ものづくりに関するワンストップ窓口として本

県のものづくりを一層強化するために、産業振

興センターにおいて、製品開発・販売促進まで

の一貫支援を行うとともに、企業の経営ビジョ

ンを実現する事業戦略の策定・磨き上げを支援

する。

工業振興課

産業技術人材育成事業 食品加工産業や機械金属など、ものづくり産業

の担い手となる技術者を養成することにより、

企業等の製品開発力を高める。また、外部人材

を工業技術センターに登用し、技術レベルに応

じた研修、技術相談、巡回指導、商品の開発支

援を進め、県内産業の振興を図る。

工業振興課

伝統産業振興事業 本県の特色ある伝統的工芸品産業や特産品産業

を振興するため、これらの産品の製造に意欲的

に取り組もうとする者を発掘し、技術やノウハ

ウの伝承を行うなど、産業従事者の後継者の育

成とともに、伝統的工芸品、特産品の PRや販路
拡大を支援する。

工業振興課

中小企業制度金融貸付事

業

中小企業者等を対象に、金融機関及び信用保証

協会と協力し、低利・長期・低保証料で融資を

行う。

経営支援課

工業立地基盤整備促進助

成事業

県内における工場用地等の整備を円滑に推進す

るために、高知県企業立地促進要綱に基づく指

定工場用地等に関連した工場用地整備事業を行

う市町村等に対し助成を行う。

企業誘致課

企業立地活動事業 雇用機会の創出と県民所得の向上及び立地企業

や県内企業の活力向上により、県勢の浮揚を図

るため、企業誘致活動を行う。

企業誘致課

防災関連産業振興事業 南海トラフ地震への備えと連動させた防災関連

産業の振興を図るため、県内の防災関連の需要

を県内企業の商品で満たす地産地消の取組や、

全国の需要を県内企業が取り込んでいく地産外

商の活動、また海外展開に向けた取組を支援す

る。

工業振興課

室戸海洋深層水ブランド

化事業

他の取水地や高知海洋深層水企業クラブ等と連

携して海洋深層水商品のＰＲや販路開拓、ビジ

工業振興課
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ネスに結びつく連携事業を展開するとともに、

新商品の開発や新分野への利用拡大に向けた研

究等の取組を支援する。

小規模事業経営支援事業 小規模事業者の振興と経営の安定を通じ、地域

経済の活性化を図るため、商工会等への助成を

行う。

経営支援課

高度経営支援推進事業費 経営支援エキスパートを配置し、資金繰りの悪

化した事業者の事業再生や新事業への事業転換

など、高度な経営支援案件に対応する。また、

専門経営指導員と経営支援エキスパートが連携

して事業者支援を行うことで、商工会・商工会

議所への支援ノウハウの蓄積を図る。

経営支援課

空き店舗対策事業 近年の人口減少及び消費者ニーズの多様化によ

り、県内商業が厳しい状況に置かれていること

を踏まえ、商店街等の空き店舗の活用を促進す

ることによって県内各地域における商業の活性

化並びに商業機能の維持、発展につなげる。

経営支援課

中山間地域商業等機能維

持支援事業

人口減少及び高齢化の進展により、商業機能の

低下が著しい中山間地域において、空き店舗又

は空き家を活用して出店する事業者を支援する

ことで、地域に不可欠な店舗の存続を図り、地

域住民の生活環境の維持・向上につなげる。

経営支援課

地域商業活性化支援事業 市町村等が主体となり、地域の現状や課題、ニ

ーズを踏まえて策定した「地域商業機能維持・

活性化計画」の実行を支援することにより、地

域住民の生活の利便性の確保・向上を図る。

経営支援課

チャレンジショップ事業 商店街の空き店舗を活用したチャレンジショッ

プを開設し、新規創業者、業種・業態転換を行

うチャレンジャーの募集・育成を行うことで、

空き店舗への出店を促すとともに、各地域にお

ける商業機能の維持・活性化を図る。

経営支援課

デジタル化推進事業 関係支援機関と連携することにより県内事業者

のデジタル技術導入を支援し、生産性の向上や

付加価値の高い産業の創出につなげる。また、

県内事業者のデジタル化促進に必要となる知識

やスキルを習得する場を創出し、デジタル化を

支える企業内人材の育成を支援する。

産業デジタル化推

進課

大学生等就職支援事業 新規大卒者等の人材を確保するため、県内外の

大学生等に対して、県内就職に関する情報を発

産業政策課
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信するとともに、県内企業と学生が接点を持つ

機会を創出することにより、大学生等の県内企

業への理解を深め、県内就職の促進を図る。

人材確保支援事業 県内事業者の中核人材等の確保を関係機関と連

携して支援することで、Ｕ・Ｉターン就職の促

進を図るとともに、事業者の課題解決につなげ

る。

移住促進課

事業承継支援事業 県内事業者の円滑な事業承継や後継者等の中核

人材の確保を関係機関と連携して支援し、事業

存続を図ることで、本県経済の基盤強化や優良

な雇用の場の確保につなげる。

経営支援課

働き方改革推進事業 働き方改革を推進することで、多様な人材が能

力を発揮できる職場環境づくりや企業等の生産

性向上と人材確保を支援する。

雇用労働政策課

外国人材受入環境整備事

業

外国人材の受け入れを促進し、受け入れた人材

が「暮らしやすい・働きやすい・学びやすい」

環境づくりを目指し、労働環境等の整備に取り

組む。

商工政策課

就業支援事業 高知県就職支援相談センター（ジョブカフェこ

うち）において、求職者の就職の促進と職場定

着を図る。

雇用労働政策課

高等技術学校 県立高等技術学校（２校）において、新規学卒

者等に対し、就職のために必要な技能と知識を

習得させるための訓練を実施する。

雇用労働政策課

職業訓練 各種委託訓練等により、離職者等のスキルアッ

プを図る。

雇用労働政策課

事業者地震等対策促進事

業

県内事業者に対し、講座の開催等により事業継

続計画(ＢＣＰ）の策定促進及び実効性の向上を

図ることで、事業者の災害への備えを支援する。

また、耐震診断・設計等に係る経費の一部を補

助することにより、県内製造業の事務所・工場

等の耐震化促進を図る。

商工政策課

奈半利港地方港湾改修事

業

防波堤を延伸し、港の利活用を増進させること

で、地域企業の競争力向上を支援する。

港湾・海岸課
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＜観光の振興＞

◆具体的な取り組み

（１）長期滞在につながる観光地域づくりの推進

（２）戦略的セールス＆プロモーション

（３）おもてなしの推進

（４）国際観光の推進

（５）観光人材の確保・担い手不足の対応

◆事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

観光関係団体等連絡等調

整（教育旅行の推進）

地元の人との交流を通して、地域の理解促進に

つながる教育旅行（民泊、みどりの学習旅行を

含む）の受入拡大に係る事業を行う。

地域観光課

地域観光振興総合事業 高知県産業振興計画に基づき、より大きな面

で受ける観光の実現に向けて、地域における観

光拠点の整備、観光資源の磨き上げ、受入態勢

の整備等を行う。

地域観光課

広域観光総合支援事業 地域が主体となった全国から誘客できる観光

地域づくりを進めるため、地域の観光資源を磨

き上げ、旅行商品として販売していくための支

援を行うとともに、広域観光組織が観光地域づ

くりをマネジメントしていくために必要な体制

作りを総合的に支援する。

地域観光課

魅力向上推進総合支援事

業

中山間地域における滞在時間の延長や長期滞在

できる態勢づくりに向けて、分散型ホテルの構

築を支援するなど受入環境の整備を行う。

地域観光課

観光振興推進事業 広報・誘致・受入事業を展開する（公財）高知

県観光コンベンション協会と連携し、本県の観

光資源をフル活用した高知県観光キャンペーン

や各種セールス・プロモーション等を展開し、

誘客を図る。また、スポーツによる県外からの

観光政策課

スポーツツーリズ

ム課

観光振興の方針

令和元年まで７年連続で 400 万人観光を実現した後、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を

受けて落ち込んだものの、令和５年は、連続テレビ小説の効果もあり、入込数は過去最高の 472

万人を記録、令和６年も 445 万人の入込になりました。国内外の観光客に目的地として選ばれる

観光地域づくりに向けて、「旅行商品をつくる」、「売る」、「もてなす」という一連のサイクルを、

過疎地域において一層強化していきます。



20

入込客数の獲得を図る。

おもてなし基盤整備事業 国内外の観光客が県内を快適に周遊できるよう

相談窓口の設置や情報発信など受入環境を整備

し、その満足度向上とさらなる誘客につなげる。

観光政策課おもて

なし室

県民総おもてなし推進事

業

“おもてなしマインド”を県民に拡げるための

事業を実施し、情報発信を行うことで県民総出

で観光客への“おもてなし”の実施に繋げると

ともに、県内各地域で観光ガイド団体の育成と

ガイド技術の向上に取り組むことにより、観光

客の満足度向上を図る。

観光政策課おもて

なし室

国際観光推進事業 本県への外国人観光客の誘客促進を図るため、

台湾チャーター便の定期便化や新たな市場から

の国際線誘致に向けた、セールスやプロモーシ

ョンを行うとともに、重点国地域に向けてメデ

ィア等を活用した海外向けプロモーションを実

施する。また、大阪観光局等と連携した、情報

発信や、外国人観光客の動向の調査など、総合

的な施策を展開する。

国際観光課

外国人観光客受入事業 本県を訪れる外国人観光客の利便性や満足度の

向上を図り、県内周遊観光を促すとともに、リ

ピーターの獲得や新たな集客、消費の拡大に繋

げるため、県内施設等の多言語化の推進など、

総合的な受入態勢の構築を行う。

国際観光課

地域スポーツ振興事業 障害の有無に関わらず、子どもや若者が夢中に

なれるスポーツ機会を創出し、スポーツを通じ

て県内外の若者が交流する機会の拡大を図るこ

とで、若者の県外流出を抑制するとともに、県

外からの受入れを促進し、若者人口の拡大や中

山間地域の活性化につなげる。

スポーツ課

奈半利港港湾環境整備事

業

港湾緑地を改良し、地域の魅力を向上させるこ

とで、地域振興を支援する。

港湾・海岸課
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＜分野を超えて連携した取り組み＞

◆地産地消・地産外商

◆具体的な取り組み

（１）外商につながる地産の強化

（２）国内外商の拡大

（３）輸出の拡大

（４）食品産業を支える産業人材の育成

（５）事業拡大に向けた企業の成長を後押し

◆事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

食品加工推進事業 消費地から求められる食品の生産管理の高度化

や、製造現場における生産性向上のほか、県内

外の専門家と連携しマーケットのニーズに基づ

いた商品の改良・開発を支援する。

地産地消・外商課

関西・高知経済連携強化

事業

「関西・高知経済連携強化戦略」に基づく取り

組みの着実な実行に向けて、庁内調整や進捗管

理を実施する。また、アンテナショップ等を活

用した効果的なプロモーションを展開し、関西

圏における本県の認知度向上を図り、県産品の

外商の推進、観光振興、移住促進につなげる。

地産地消・外商課

地産外商推進事業 地産外商を推進するため、アンテナショップを

拠点とする高知県地産外商公社及び県外事務所

を中心として、首都圏をはじめ関西、中部、中

四国、九州地区などへの販路開拓・販売拡大に

つなげる活動を実施する。

地産地消・外商課

海外経済活動拠点事業 海外への販路拡大のため、海外事務所（シンガ

ポール事務所・台湾オフィス）、食品海外ビジネ

スサポーター（米国・欧州・中国）、貿易促進コ

ーディネーターによる県内企業への総合支援を

行うとともに、国内外の商談会・見本市への出

展やプロモーションを行う。

地産地消・外商課

地産地消・地産外商戦略の方針

「素材を生かした加工立県」「県産品を全国・海外へ」を「目指す姿」として掲げ、過疎地域の

「地産」の強化、「外商」の強化、成長を支える取り組みを強化します。
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◆起業の促進

◆具体的な取り組み

（１）起業・新事業展開に向けた総合的なサポート

◆事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

起業支援事業 起業支援のプラットフォーム「こうちスタート

アップパーク」を運営し、起業希望者に対して、

起業相談や準備段階に応じた講座等の実施によ

り、起業の実現を後押しする。

産業イノベーショ

ン課

イノベーション推進事

業

ローカルイノベーションプラットフォームの取

組により全国のスタートアップ企業等が持つ新

技術を生かし県内企業等の新事業創出と地域課

題の解決を促進する。また、専門家等のアドバ

イスや補助制度により、アイデアの磨き上げか

ら事業化までの切れ目ないサポートを行い、県

内企業等の新事業展開を支援する。

産業イノベーショ

ン課

産業人材育成事業 ビジネスに必要な幅広い分野の基礎知識から応

用・実践力まで、受講者のレベルに応じて体系

的に身につけられる学びの場「土佐まるごとビ

ジネスアカデミー」を産学官民の連携により実

施し、産業振興の担い手となる人材を育成する。

産業イノベーショ

ン課

起業や新事業展開の促進の方針

過疎地域において、起業や新事業展開を目指す方々の事業プランづくりからその実践、事業化

までをそれぞれのステージごとに切れ目なく一貫してサポートします。
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３ 地域における情報化

○地域における情報化の方針

○具体的な取り組み

（１）デジタルインフラの整備

（２）デジタル技術を活用した地域の課題解決と地場産業の高度化

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

移動通信用施設整備事業

費

過疎地域等の条件不利地域において、携帯電話

のサービスエリアを確保するために市町村が行

う携帯電話基地局整備を支援する。

デジタル政策課

地域情報化推進交付金 国の高度無線環境整備推進事業を活用して市町

村が光ファイバ網などの施設を整備した際に、

当該施設の運用に係る経費等を支援する。

デジタル政策課

高度無線環境整備推進事

業交付金

国の高度無線環境整備推進事業を活用して民間

事業者が行う光ファイバ網などの施設整備に対

して市町村が補助を行う場合に支援する。

デジタル政策課

情報通信基盤高度化推進

交付金

市町村が整備した情報通信基盤を、住民の利便

性向上のため増速等により高度化をする際に支

援する。

デジタル政策課

衛星通信機器導入支援費

補助金

光ファイバ未整備地域において、ブロードバン

ドサービスを利用できるようにするために市町

村が行う衛星通信サービスによる通信環境整備

のための住民への補助事業を支援する。

デジタル政策課

光ファイバや５Ｇなどのデジタルインフラの整備とともに、デジタル技術を活用した過疎

地域の課題解決と地場産業の高度化に取り組みます。
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４ 交通施設の整備、交通手段の確保

○交通施設の整備、交通手段の確保の方針

○具体的な取り組み

（１）国道、県道及び市町村道の整備等

（２）農道、林道の整備

（３）公共交通の維持・確保

○事業計画

１ 基幹的な市町村道等の整備（過疎代行事業）

２ 都道府県道等の整備

事業名 事業内容 備考（所管課）

＜市町村道（代行）＞

社会資本整備総合交付金

事業費

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法第 16条に基づき市町村道の新設、改築を県が
行うことにより、過疎地域の持続的な発展を促

す。

道路課

事業名 事業内容 備考（所管課）

＜国道（知事管理分）＞

道路改築費 道路改良事業のうち主たるものであり、現道の

拡幅や、線形改良及びバイパスの建設などを行

う。

道路課

社会資本整備総合交付金

事業費

国道やインターチェンジへアクセスする県道な

どの改良を行う。

道路課

防災・安全交付金事業費 県民の命と暮らしを守るため道路改良、防災・

震災対策、道路修繕、交通安全対策などを行う。

道路課

道路メンテナンス事業費 橋梁やトンネルなどの長寿命化を図るため、点

検や修繕工事を実施する。

道路課

土砂災害対策道路事業費 土砂災害の発生により、緊急輸送道路などの幹

線道路の交通が寸断することを防止するため、

法面対策を行う。

道路課

地域間交通の利便性を高めるための道路や交通施設等の整備を推進するとともに、過疎地

域の実情に応じた持続可能な公共交通ネットワークを構築します。
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道路盛土のり面防災対策

事業費

盛土の大規模崩落に伴う道路機能の著しい喪失

を防ぐため、緊急輸送道路における盛土のり面

の防災対策事業を実施する。

道路課

＜県道＞

道路改築費 道路改良事業のうち主たるものであり、現道の

拡幅や、線形改良及びバイパスの建設などを行

う。

道路課

社会資本整備総合交付金

事業費

国道やインターチェンジ へアクセスする県道

などの改良を行う。

道路課

防災・安全交付金事業費 県民の命と暮らしを守るため道路改良、防災・

震災対策、道路修繕、交通安全対策などを行う。

道路課

道路メンテナンス事業費 橋梁やトンネルなどの長寿命化を図るため、点

検や修繕工事を実施する。

道路課

土砂災害対策道路事業費 土砂災害の発生により、緊急輸送道路などの幹

線道路の交通が寸断することを防止するため、

法面対策を行う。

道路課

道路盛土のり面防災対策

事業費

盛土の大規模崩落に伴う道路機能の著しい喪失

を防ぐため、緊急輸送道路における盛土のり面

の防災対策事業を実施する。

道路課

＜林道＞

林道開設事業 民有林林道を整備し、林業生産基盤の拡充と山

村農林業の振興を図る。

治山林道課

道整備交付金事業 地域における経済基盤の強化又は生活環境の整

備のため、特に地域における交通の円滑化及び

産業の振興を図る。

治山林道課

＜その他＞

バス運行対策費補助事業 地域住民の移動手段を確保するため、県内の公

共交通ネットワークの基幹となる広域的バス路

線を運行する乗合バス事業者等に対して助成措

置を講じる。

交通運輸政策課

地域公共交通支援事業 地域で高齢者等が安心して暮らせる生活環境を

整えるため、市町村等が実施する移動手段確保

の取組や、鉄軌道及び路線バスの維持・確保に

必要な施設整備・改良、利用促進等に要する経

費を補助する。

交通運輸政策課

バス運転士等確保支援事

業

公共交通の担い手を確保し、その維持及び確保

を図るため、運転士又は空港グランドハンドリ

交通運輸政策課
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ングスタッフとして就職する県外からの移住者

に対し、交通事業者が支給する移住支援金等の

一部について補助する。

高知県地域交通サポータ

ー（高知県過疎地域等政策

支援員）

公共交通の利便性を高めることにより公共交通

の維持・確保を進めるため、経路検索等の情報

利用者との情報の受け渡しのための共通フォー

マットである GTFS のデータの整備等につい
て、交通事業者及び市町村の取組を支援する。

交通運輸政策課

建設業活性化事業 将来にわたるインフラ整備・更新を支える建設

業の担い手不足などの課題解決に向けた支援を

行うことで、建設業の活性化を図る。

土木政策課
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５ 生活環境の整備

○生活環境整備の方針

○具体的な取り組み

（１）簡易水道、小規模飲料水供給施設、汚水処理施設等の整備

（２）消防防災の整備

（３）森林などの公益的機能を維持するための保全活動

（４）安全・安心な居住環境の確保

（５）将来にわたり暮らし続けることができる生活環境づくり

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

地域防災対策事業 南海トラフ地震等の大規模災害に備えるため、

市町村が行う避難場所及び避難所の環境整備、

緊急用ヘリコプター離着陸場等の整備並びに地

域の集会所の耐震化への支援を行うとともに、

自主防災組織が行う地域防災活動への支援を行

う。

南海トラフ地震対

策課

中山間地域事前復興まち

づくり計画策定支援事業

中山間地域における事前復興まちづくり計画を

市町村が策定する際に参考となる「指針」を策

定するとともに、市町村の計画の策定を支援す

る。

南海トラフ地震対

策課

消防団員定数確保対策事

業

地域の防災力の中核となる消防団員を確保す

る。

消防政策課

中山間地域生活支援総合

事業

中山間地域で将来にわたり暮らし続けることが

できる生活環境づくりを進めるため、市町村が

実施する生活用水、生活用品等の確保に向けた

取組を支援する。

中山間地域対策課

住戸改善推進事業 高齢者に優しい住環境の整備を促進するため、

県営住宅の住戸改善を行い、優良な賃貸住宅の

供給を図る。

住宅課

県内の過疎地域では、都市部と比べて水道施設等の普及や消防防災体制、居住環境の整備

等が十分ではない地域があります。加えて、特に南海トラフ地震発生時や風水害の際には、

地域の孤立をはじめ、甚大な被害を受けるおそれがあることから、住民が安全・安心かつ快

適に暮らせるよう、ソフト・ハード両面において、地域の特性に配慮し、計画的な生活環境

の整備を進めます。



28

住宅耐震対策事業 次の南海トラフ地震に備え、既存住宅の耐震改

修や危険なブロック塀の撤去、老朽住宅等の除

却、空き家の再生活用の促進を図る。

住宅課

省エネ住宅普及促進事業 地球温暖化対策に貢献するため、住宅の省エネ

断熱リフォームに取り組む市町村を支援するこ

とにより、環境負荷の少ない省エネ住宅の普及

を図る。

住宅課

流域下水道事業 浦戸湾東部流域下水道の整備・運営を行う。 公園下水道課

高知県農業集落排水事業

費補助金

農村の公共用水域の水質保全及び生活環境の改

善を図るため、市町村が行う農業集落排水事業

に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金

を交付する。

公園下水道課

高知県浄化槽設置整備事

業費補助金

生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止及

び快適な生活環境の創造を図るため、市町村が

行う事業に要する経費について、予算の範囲内

において補助金を交付する。

公園下水道課

海岸保全施設整備事業 背後地を高潮・高波や津波から守る防潮堤など

の海岸保全施設の整備を行う。

港湾・海岸課

防災・安全交付金事業 土砂災害による被害を除去、または軽減し、国

土の保全と民生の安定に資することを目的に砂

防設備の整備を行う。

防災砂防課

がけくずれ住家防災対策

事業

国庫補助事業に採択されない斜面勾配 30度以
上、高さ 5m以上の自然がけで、がけの崩壊によ
る災害から県民の生命を守るため、市町村の実

施する防災事業に補助金を交付する。

防災砂防課

土砂災害対策支援事業 土砂災害特別警戒区域内の居住者が区域内で住

宅の建て替え等を行う場合に、通常よりも土砂

災害に対して安全な構造とするための防護壁等

の設置費用を市町村が補助する場合に、その費

用の一部を補助する。

防災砂防課
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６ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

○子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の方針

○具体的な取り組み

（１）健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進

（２）地域で支え合う医療・福祉・介護サービス提供体制の確立とネットワークの強化

（３）こどもまんなか社会の実現

（４）「高知型地域共生社会」の推進

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

支え合いの地域づくり事

業

高知型地域共生社会の実現に向けて、誰もが住

み慣れた地域で心豊かに安心して暮らし続ける

ことができる支え合いの地域づくりを推進する

とともに、市町村の地域福祉計画等の策定及び

実践活動を支援する。また、一括交付金による

支援のほか、セミナー等の開催や専門アドバイ

ザーの派遣を通じて、包括的な支援体制の整備

を推進する。

地域福祉政策課

あったかふれあいセンタ

ー事業

高齢者や子ども、障害者等誰もが地域で安心し

て暮らし続けられるよう、子育てや生活支援サ

ービス等を受けることができる拠点を設置し、

要配慮者の見守りや生活課題に対応した支え合

いの活動などを行う地域福祉活動を推進する。

地域福祉政策課

生活困窮者自立支援事業 生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供

及び助言を行うとともに、様々な支援を一体的

かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自

立を図る。

地域福祉政策課

民生委員・児童委員活動事

業

地域の中で問題を抱えている人の調査、相談、

指導、助言に当たる一方、関係行政機関に対す

る協力活動を行い、地域福祉の向上に努める民

生委員・児童委員の活動強化を図る。

地域福祉政策課

ひきこもり自立支援対策 ひきこもり地域支援センターを中心に関係機関

のネットワークの連携強化を図るとともに、ひ

地域福祉政策課

「日本一の健康長寿県構想」を中心として、こどもから高齢者、障害者まですべての過疎

地域の住民の方々が、住み慣れた地域で、健やかで心豊かに、安心して暮らし続けることの

できる地域づくりを推進します。
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きこもり対策に必要な情報を提供し、相談支援

体制の充実を図る。また、本人やその家族が自

らの意思で今後の生き方や社会との関わり方な

どを決めていくことができる「自律」を目指し

て支援する。

福祉・介護人材参入促進支

援事業

福祉・介護人材の参入促進を図るため、高校生

の資格取得や中山間地域等におけるホームヘル

パー養成研修への支援、介護未経験者を対象と

した介護に関する入門的研修を行う。

長寿社会課

福祉・介護人材定着支援事

業

職員の研修参加のための代替職員派遣を行うほ

か、合同入職式や新任職員研修をはじめとする

各種研修会の実施、福祉・介護事業所の認証評

価や福祉機器・ＩＣＴ等の導入支援などによる

職場環境改善を通じて、職員の定着促進と離職

防止を図る。

長寿社会課

介護予防事業評価・市町村

支援事業

総合事業の充実に向け、市町村が地域の実情に

応じた効果的かつ効率的なサービスの提供が可

能となるよう、人材育成などの支援を実施する。

長寿社会課

高齢者の生きがいと健康

づくり推進事業

明るく活力ある長寿社会を実現するため、高齢

者が健康で生きがいをもって社会生活ができる

ような取組を支援することにより、高齢者福祉

の推進を図る。

長寿社会課

老人クラブ活動育成事業 おおむね 60歳以上の高齢者によって組織された
老人クラブ等に対し、会員の教養の向上、健康

づくり、レクリエーションの充実及び地域社会

との交流活動に対する助成を行い、その活動を

通じて高齢者福祉の充実を図る。また、老人ク

ラブへの加入者、加入率が減少傾向にある中、

介護保険の関連施策として、地域老人クラブの

活性化を図る。

長寿社会課

地域包括支援センター機

能強化事業

地域包括支援センターの機能を強化するため、

介護予防マネジメント、介護予防サービスの提

供において、専門的な立場から指導助言等を行

う人材を育成する。また、地域包括ケアの中核

機関としてコーディネート機能を発揮するた

め、地域ケア会議の開催等を支援する。

長寿社会課

療養病床再編成推進 医療療養病床から老人保健施設等への転換支援

のための交付金を交付するとともに、円滑な転

長寿社会課
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換に向けて医療機関や医師会、市町村との調整

等を進める。

中山間地域介護サービス

確保対策事業

特別地域加算対象の地域の中で、事業所から遠

距離の地域に居住する要介護者等に介護サービ

スを提供した事業者に対し、人件費、訪問・送

迎費用の一部を助成する。

長寿社会課

住宅等改造支援事業 高齢者等が居住する住宅の改造や地域での支え

合いの拠点となる施設の改修・改築を行うため

に、市町村が実施する住宅等改造助成事業に対

し補助する。

長寿社会課

介護施設等整備対策事業 今後急増する高齢単身世帯等が、可能な限り住

み慣れた地域において継続して日常生活を営む

ことを可能とするため、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備の促進を図る。

長寿社会課

老人福祉施設等整備事業 介護保険及び福祉サービスの基盤整備の促進、

利用環境の向上を図る。

長寿社会課

障害者自立支援事業 障害児・者の障害福祉サービス等の利用に係る

給付を行うとともに、中山間地域に居住する障

害児・者や、重度の障害児・者が住み慣れた地

域で障害特性に応じた必要なサービスを受け、

安心して暮らすことができるよう障害福祉サー

ビス等の確保を図る。

障害福祉課

障害児施設支援等事業 障害のある子どもの施設入所や、通所サービス

の利用等に係る給付を行うとともに、重症心身

障害児等が地域で安心して暮らし続けられるよ

う、関係機関等との協働による支援体制の整備

を図る。

障害福祉課

地域生活支援事業 障害児・者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、生活訓練や、手話通訳

者等の養成等を行う。また、市町村が障害児・

者の福祉の増進を図るために地域の実情に応じ

た事業を実施できるよう支援する。

障害福祉課

相談支援事業 障害児・者に対する相談支援体制を整備すると

ともに、相談支援に関わる人材を育成するほか、

相談支援機能の充実を図る。

障害福祉課

発達障害児・者支援体制事

業

発達障害のある子どもや不安を抱える親等に対

して、早期に発達支援等を行うことができる体

制を整備するとともに、ライフステージを通じ

障害福祉課



32

て一貫した支援が受けられる仕組みの普及を図

る。

重度心身障害児・者保健医

療対策

重度心身障害児・者の健康と福祉の増進を図る

ため、医療費の助成を行うとともに、身近な地

域で必要な歯科診療や保健指導を受けることが

できる体制の整備を図る。

障害福祉課

自殺対策 総合的な自殺対策の推進により自殺の防止を図

るとともに、自死遺族に対する支援の充実を図

る。

障害保健支援課

障害者就労支援対策事業 障害のある人が障害特性に応じて働くことがで

きるよう、就労支援機関と連携し、企業に対す

る障害者雇用の啓発活動をはじめ、障害者に対

する職業訓練の充実及び一体的な支援を行う。

障害保健支援課

障害者職業訓練 障害のある人の就労を促進するため、職業訓練

を専門学校や企業等に委託して実施する。

障害保健支援課

障害者生産活動支援事業 障害福祉サービス事業所等で働く障害のある人

の経済的自立を実現するため、障害者就労継続

支援事業所における工賃向上の取組を支援す

る。

障害保健支援課

精神保健対策 精神障害者の自立と社会復帰の促進を図るた

め、精神障害者に対する正しい知識の啓発や各

種相談への対応など、総合的な精神保健福祉活

動を実施するとともに、精神障害者の地域移行

や地域定着に向けた支援を行う。また、災害時

の心のケア体制の強化を図る。

障害保健支援課

医療対策 精神障害者の措置入院や通院医療に対し公費負

担を行うとともに、休日等における精神疾患の

急激な悪化等に対応するため、精神科救急事業

を委託する。

障害保健支援課

出会い支援事業 「結婚、妊娠・出産」は個人の自由であること

を大前提に、支援を望む方の希望をより早く叶

えることができるよう、民間と行政が協働して、

出会いへの支援を望む独身者等に出会いのきっ

かけ等を提供する。

子育て支援課

地域子育て支援推進事業 妊娠・出産・子育てのための環境整備や、子育

ての負担軽減など、地域における妊娠期から子

育て期までの切れ目のない総合的な支援を実施

する。

子育て支援課

子ども家庭課
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県民運動推進事業 性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアス

の解消を図るため、男性の育児休業取得促進を

原動力に男女が等しく家事・育児を分担するこ

とが当たり前の社会（＝「共働き・共育て」の

生活スタイル）の実現に向けたオール高知の県

民運動を展開する。

人権・男女共同参

画課

母子保健推進事業 妊娠・出産に関する女性の健康管理の啓発や妊

娠中の母体管理、市町村でのこども家庭センタ

ー（母子保健機能）の運営支援、産前・産後ケ

アを充実する取り組みにより、妊娠期からの切

れ目のない支援を行う。

子育て支援課

児童虐待防止対策事業 児童虐待防止、早期発見・早期対応のため、オ

レンジリボンの周知活動等を通して、県民に対

し広く啓発活動を行うとともに、民生委員・主

任児童委員を対象とした研修の実施を委託し、

地域における見守り体制の強化を図る。

子ども家庭課

健康づくり推進事業 ・「高知家健康パスポート事業」による市町村や

事業所の健康づくりを促進し、官民協働で保健

行動の定着を図る県民運動を展開する。

・生活習慣病の予防と改善を図るため、マスメ

ディア等を活用して栄養・食生活、身体活動・

運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔に関する知

識等の普及啓発を行う。

・特定健診実施率の向上を図るため、関係団体

や市町村を支援する。

保健政策課

フレイル予防推進事業 ・県民へのフレイル予防講演会の開催による普

及啓発を行う。

・市町村が行うフレイルチェックの取組への支

援を行う。

長寿社会課

高知版地域包括ケアシス

テム構築推進事業

超高齢化社会の進展を見据え、中山間地域を含

め、在宅での生活を希望される方が必要なサー

ビスを受けることができる体制（高知版地域包

括ケアシステム）を構築する。

在宅療養推進課

地域医療介護情報ネット

ワークシステム推進事業

（高知あんしんネット、は

たまるねっと、高知家＠ラ

イン）

各地域の医療・介護の地域資源を切れ目のない

ネットワークでつなぐため、医療機関・薬局・

介護系事業所等の医療・介護情報を、ICTを活
用した双方向での情報の共有・活用を行うシス

テムの普及促進を図る。

在宅療養推進課
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在宅医療提供体制整備事

業

在宅医療（往診・訪問診療）に新たに取り組む

医療機関や拡充を行う医療機関を対象として、

医療機器等の整備費用の支援を行うことによ

り、医療機関の在宅医療への新たな参入及び規

模拡大につなげる。

在宅療養推進課

中山間地域等訪問看護師

育成支援事業

中山間地域等の在宅医療提供体制を確保するた

め、訪問看護ステーションの新人・新任看護師

の採用を促進する。

在宅療養推進課

中山間地域等訪問看護サ

ービス確保対策事業

中山間地域等への訪問看護師の派遣体制の整備

を図り、訪問看護サービスの体制強化を促進す

る。

在宅療養推進課

在宅医療連携事業 在宅訪問薬剤師のさらなる養成とスキルアップ

を図るとともに、中山間地域など薬局が少ない

地域で、オンライン診療に連動した服薬指導・

薬剤交付の体制づくりを推進する。

薬務衛生課

周産期医療体制整備事業 安全・安心な出産環境づくりを推進するため、

周産期医療体制の確保・充実を図る。

医療政策課

歯科衛生士確保対策推進

事業

養成機関を卒業後、高知県内の指定医療機関で、

歯科衛生士の業務に従事する意思のある者に対

し、奨学金を貸し付けてその修学を支援し、歯

科衛生士の確保を図る。

保健政策課

看護師等確保対策助成事

業

看護職員の育成及び職場環境の改善等を行い、

看護職員の確保及び県内定着を図る。

医療政策課

医師確保推進事業 医師の育成及び職場環境の改善等を行い、医師

の確保及び県内定着を図る。

医療政策課
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７ 医療の確保

〇医療確保の方針

○具体的な取り組み

（１）地域医療構想の推進

（２）救急医療の確保・充実

（３）へき地医療の確保

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

地域医療構想の推進に関

する事業（病床機能分化

促進事業費補助金、病床

機能再編支援交付金、地

域医療構想推進事業費補

助金）

医療機関が自主的に取り組む病床削減や病床転

換等に関する事業を補助・支援することにより、

地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進

する。

医療政策課

救急医療対策事業 救急医療関係機関の連携強化、ICT を活用した救

急医療体制の強化・充実、救命救急センターの

機能強化への支援、休日夜間の医療提供体制の

確保により救急医療の確保・充実を図る。また、

適正受診の継続的な啓発と受診支援に取り組

む。

医療政策課

ドクターヘリ運航事業 ドクターヘリの円滑な運航の継続により救急医

療の確保・充実を図る。

医療政策課

地域医療再生事業 「地域における医療及び介護の総合的な確保の

促進に関する法律に基づく都道府県計画」に掲

げる事業を推進し、地域医療の確保を図る。

医療政策課

へき地保健医療対策事業 へき地の医療機関に対する補助、へき地の医療

従事者の確保及び医療従事者への支援により、

へき地医療の確保充実を図る。

在宅療養推進課

「日本一の健康長寿県構想」を中心として、過疎地域の誰もが地域で安心して医療を受けら

れる環境づくりに取り組みます。
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８ 教育の振興

○教育振興の方針

○具体的な取り組み

（１）急速に変化する今後の社会を生き抜く力を身につけるための教育の推進

（２）多様な背景・特性・事情等を踏まえた包摂的な教育・支援の推進

（３）生涯にわたって学ぶことができる環境づくりと活動・取組の推進

（４）各種施策を総合的・計画的に推進するための環境・体制等の整備

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

学力向上対策推進（探究的

な学び推進事業等）

小中学校において、地域の教育資源を活用した

探究的な学びを通して、ふるさとを誇りに思う

心を育む。また、自由研究が多くの子どもたち

の高知の魅力を再発見できる機会となるよう、

取組の拡充を図る。

小中学校課

豊かな心を育む教育推進

（キャリア教育強化プラ

ン等）

学校ぐるみで地域の伝統行事や産業の継承等に

取り組む小中学校の活動を支援するほか、県内

の産業現場等を体験し、地域の仕事を学ぶ機会

の充実を図る。また、学校・家庭・地域が一体

となった道徳教育を推進する。

小中学校課

高校教育推進（体系的なキ

ャリア教育・職業意識の育

成等）

高等学校における企業と連携・協働した職場体

験学習や大学・企業見学等の機会の充実を図る。
高等学校課

保育士等人材確保事業

求職者と保育職場とのマッチングや保育士を目

指す学生への修学資金の貸付、保育者の業務負

担軽減に向けた支援など、関係団体と連携した

取り組みにより保育士等の人材確保を図る。

幼保支援課

高等学校振興推進事業

地元市町村等と連携･協働した取り組みや、地域

みらい留学等の取り組みを積極的に展開するこ

とで、中山間地域の高等学校の魅力化を促進す

るとともに県内外からの入学生増加につなげ

る。

高等学校振興課

教育研究指導（遠隔授業 遠隔教育システムを活用した授業や補習を配信 高等学校振興課

「第３期教育等の振興に関する施策の大綱」等を中心として、「学ぶ意欲にあふれ、心豊か

でたくましく夢に向かって羽ばたく人」、「郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲げ、日本

や高知の未来を切り拓く人」、「多様な個性や生き方を互いに認め、尊重し、協働し合う人」

を、過疎地域で育成するための取り組みを推進します。
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等） することなどにより、学校規模や地域間におけ

る教育機会の格差の解消を図る。



38

９ 集落の整備

○集落整備の方針

○具体的な取り組み

（１）住民主体による地域の拠点づくりの推進

（２）小規模集落の活性化につなげる仕組みづくり

（３）生活を守るための仕組みづくりの推進

（４）地域づくりの担い手となる人材の育成・確保

（５）鳥獣被害対策の推進

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

集落活動センター推進事

業

集落機能の維持や地域活動の担い手確保等、中

山間地域が抱える課題を解決するため、住民主

体で集落同士の連携等により、地域の支え合い

や活性化に向けた仕組みづくりを行う「集落活

動センター」の取組への支援を行い、住民が安

心して生活し続けることのできる環境づくりを

推進する。

中山間地域対策課

中山間地域交流促進事業 人手不足が深刻化している集落での地域活動の

維持、継続を図るため、中山間地域と田舎に関

心のある方々とがつながるきっかけを作り、地

域と継続的な関わりを持つ関係人口を創出す

る。

中山間地域対策課

地域の元気応援事業 地域づくり活動を活性化するため、地域おこし

人材の発掘・育成・連携、住民主体の取組への

補助、各種助成事業を活用した地域づくり活動

の支援・育成を行う。

中山間地域対策課

特定地域づくり事業推進

アドバイザー派遣事業

制度の積極的な活用を促進するため、導入に意

欲的な市町村に、経営コンサルタント等を派遣

し、 特定地域づくり事業協同組合の設立を支援

する。

中山間地域対策課

防除対策事業 野生鳥獣による農林業被害等を軽減するため、

集落ぐるみで取り組む総合的な対策を支援す

る。また、正しい被害対策の普及啓発等を推進

中山間地域対策課

（鳥獣対策室）

地域で暮らす住民が、引き続き、生まれ育った地域で安心して暮らし続けることができる、

住民主体の「持続可能な仕組み」を構築するとともに、こうした仕組みづくりが円滑に進む

ような生活基盤の整備を一体的に推進し、集落の維持、活性化と地域全体の活力の創出につ

なげます。
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する。

捕獲対策事業 シカやイノシシなどの有害鳥獣の捕獲を推進す

ることで、農林業被害や自然植生被害等を防止

する。また、狩猟者の確保・育成や技術向上に

取り組む。

中山間地域対策課

（鳥獣対策室）
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10 地域文化の振興等

○地域文化振興等の方針

○具体的な取り組み

（１）地域文化活動を支える人材育成及び地域文化の情報収集・発信

（２）地域文化の振興等に係る施設の整備等

（３）文化施設、文化財等を活用した取り組みの推進

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

文化人材育成プログラム 県民の文化芸術活動を支援するとともに、高知

県文化芸術振興ビジョンの基本目標である「文

化芸術の力で心豊かに暮らせる高知県」の実現

に向け、文化芸術を産業振興・観光振興・地域

振興に活かすことのできる人材や、継承する人

材の育成を行う。

文化振興課

文化広報誌発行事業 高知で生き生きと暮らす人々の価値観やライフ

スタイル、活動などを通して高知の文化を広く

県内外へ発信し、高知の魅力を再発見し、交流

人口の拡大及び地域の活性化に繋げることを目

的として、高知県文化広報誌「とさぶし」を発

行する。

文化振興課

文化施設管理運営費 県立文化施設（高知城歴史博物館、美術館、歴

史民俗資料館、坂本龍馬記念館、文学館、県民

文化ホール）の運営を通して、県内の芸術、歴

史、文化の振興を図る。

文化振興課

歴史文化財課

民俗芸能活性化対策推進

事業

地域に伝わる貴重な民俗芸能を絶やすことなく

次代へ継承するため、民俗芸能の保存・伝承を

支援する気運の醸成や担い手の意欲の増進を図

る。

歴史文化財課

文化財保存助成事業 文化財を保存活用するため、文化財の所有者、

管理団体または市町村等が行う文化財保存事業

に要する経費に対して補助を行う。

歴史文化財課

県民一人ひとりに楽しさや感動、精神的な安らぎや生きる喜びをもたらす過疎地域の文化

芸術を振興し、暮らしの中に根づかせるとともに、こうした取り組みを観光振興や産業振興、

地域の活性化につなげ、地域社会全体の活力を高めます。
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11 再生可能エネルギーの利用の推進

○再生可能エネルギーの利用の推進の方針

○具体的な取り組み

（１）ＣＯ２の削減に向けた取組の推進

（２）グリーン化関連産業の育成

（３）オール高知での取組の推進

○事業計画

事業名 事業内容 備考（所管課）

山の学習支援事業 総合的な学習の時間を活用し、年間を通した学

校独自の森林環境学習に取り組む小中学校等を

支援する。

林業環境政策課

森林情報活用促進事業 森林・木材産業におけるデジタル化とデータ利

活用を実証し、施業集約や資源管理の作業効率

化につなげる。

森づくり推進課

スマート林業支援事業 スマート林業を推進するため、QGIS用の PCや
ドローン、タブレットシステム等の導入に対し

て支援する。

森づくり推進課

専攻課程研修事業 林業大学校での教育等により、木造建築に精通

した建築士等の育成を行う。

森づくり推進課

森林整備公社造林事業 森林整備公社営林内の森林整備を実施する。 森づくり推進課

造林事業 森林の持つ公益的機能の高度発揮や安定的な林

業経営の基礎となる健全な森林の整備を図る。

木材増産推進課

森林資源再生支援事業 森林資源を再生させることにより、森林の公益

的機能を高めるため、再造林の推進を支援する。

木材増産推進課

木材安定供給推進事業 持続的な林業経営を確立するため、路網整備、

伐木・搬出、主伐時の全木集材と再造林の一貫

作業等を推進する。

木材増産推進課

非住宅建築物県産材利用

促進事業

非住宅建築物に県産木材を活用した木造化・木

質化・木製品の導入を支援する。

木材産業振興課

CLT等木造建築促進事業 新素材である CLT等を活用した木造建築や非住
宅の木造建築物を推進するため、木造化･木質化

に関するセミナー等の開催や導入を支援する。

木材産業振興課

過疎地域が有する豊富な再生可能エネルギー資源を生かし、地球温暖化対策の進んだ持続

可能な社会、カーボンニュートラルの実現を目指します。
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木造住宅総合推進事業 木材需要拡大のため、木造住宅の建築等を支援

する。

木材産業振興課

新エネルギー導入促進事

業

2050年のカーボンニュートラルの実現を目指す
とともに、地域振興や県民生活の向上につなげ

るため、再生可能エネルギーの導入を促進する。

環境計画推進課

地球温暖化対策推進事業 高知県地球温暖化対策実行計画に基づき、県民

や事業者と連携・協働して、地球温暖化防止活

動を県民運動として取組を推進する。

環境計画推進課

地球温暖化防止県民会議

活動推進事業

高知県地球温暖化対策実行計画に基づき、県民

や事業者と連携・協働して、地球温暖化防止活

動を推進する。

環境計画推進課

地球温暖化対策普及啓発

事業

効果的な情報発信を行い、地域と連携して、地

球温暖化防止活動に資する取組を進める。

環境計画推進課

オフセット・クレジット

推進事業

県内の森林資源を活用した森林吸収及び排出削

減プロジェクトを対象とした高知県版 J-クレジ
ット制度の運営を行い、クレジットを創出・販

売することで地球温暖化対策と雇用の創出へつ

なげる。

自然共生課


